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Ⅰ．担い手三法等の一部改正について
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労務費に関する基準及び第三次・担い手３法ポータルサイト

国土交通省HP

土地・不動産・建設業

労務費に関する基準
、第三次・担い手３法

ポータルサイト
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労務費に関する基準ポータルサイト （ホーム画面）
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労務費に関する基準ポータルサイトより 「労務費に関する基準」制度の概要
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労務費に関する基準ポータルサイト 「基準を踏まえた取引の考え方」より

「関係者の皆様にお願いしたいこと」より 「「労務費に関する基準」を踏まえた取引の考え方」より
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第三次・担い手３法ポータルサイト （ホーム画面）
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第三次・担い手３法ポータルサイトより 「５分でわかる改正のポイント」
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第三次・担い手３法ポータルサイト 「処遇改善」よりダンピング受注の防止について

「国交省HP」「土地・不動産・建設業」「ダンピング受注の防止について」
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営繕工事における工事費内訳書
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Ⅱ．関東地方整備局 令和８年度
入札・契約、総合評価の実施方針（抜粋）
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【入札・契約】
１．一般競争入札（政府調達協定対象）

対象金額は9.0億円以上
２．一般競争入札

原則、１．を除く全ての工事
３．通常指名競争入札は、引き続き原則廃止（災害等除外）
４．総合評価落札方式

原則全ての工事で実施

※ただし、緊急工事や工事成績を付けない作業（工事）については、除くことも可能
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《見直し》

     ※鋼橋上部、PCは

一般競争入札

指名競争

　　 一般競争入札 　　 一般競争入札

指名競争 指名競争

6.9億円
6.8億円

一般競争入札

0.6億円 0.6億円
一般競争入札の積極的な試行

指名競争

一般競争入札
（政府調達協定対象）

一般競争入札

9.0億円

〈令和2・3年度〉 〈令和4･5年度〉 〈令和6･7年度〉

一般競争入札
（政府調達協定対象）

一般競争入札
（政府調達協定対象）

一般競争入札
（政府調達協定対象）

8.1億円

一般競争入札

〈令和8年度〉

一般競争入札の積極的な試行

     ※鋼橋上部、PCは

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

総
合
評
価
方
式
を
全
て
で
実
施

１ 入札・契約の運用方針
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Ａランク

９．０億円

８．２億円 ８．２億円

Ｂランク

②経営事項評価点数：１１００点～１２００点以上

４．９億円

⑤Ｂ＋Ｃ等級　※

３．４億円 ３．４億円

Ｃランク

⑥Ｃ＋Ｂ等級　※

２．４億円

⑦Ｃ等級

１．１億円

⑧Ｃ＋Ｄ等級　※

０．７億円 ０．７億円

Ｄランク ⑨Ｄ等級

技術的難易度 Ⅰ～Ⅱ Ⅲ～Ⅵ

①経営事項評価点数：１２００点以上

１０．０億円
一般競争入札

（政府調達協定対象）

一般競争入札

③Ａ等級

④Ｂ等級

９．０億円

＜一般土木工事及び建築工事の場合＞

＜地域要件（本店等の所在地）＞

①,②：WTO対象のため地域要件は付さない。

③,④：関東管内に本店･支店･営業所

⑤：B業者については関東管内に本店･支店･営業所

C業者については施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店

⑥：C業者については施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店・支店・営業所

B業者については施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店・支店・営業所

⑦：施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店・支店・営業所

⑧：C業者、D業者ともに施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店

⑨：施工都県内（又は施工箇所等から○km以内）に本店

※競争性が十分に確保（対象業者数が概ね20者以上）されない場合は、

以下のような運用も可能とするが、適用する場合は技術調査課と調整

を行うものとする。

・対象等級：直近、上下位を対象とすることも可能

・対象範囲：施工都県周辺都県等を対象とすることも可能

・本店縛り：本店（本社）・支店・営業所を対象とすることも可能

16

※工事請負業者選定事務処理要領の第16二、 三において直近下位及び
直近上位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
※平成１１年・１２年度の資格審査より積極的に位置付けされた運用。

《見直し》

２ 等級区分と地域要件



国土交通省
関東地方整備局

＜電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事の場合＞

＜地域要件（本店等の所在地）＞

① ：ＷＴＯ対象のため地域要件は付さない

②、③ ：関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店(本社)･支店･営業所

④～⑥：施工都県内（又は施工箇所等から○○km以内）に建設業法に基づく本店(本社)・支店・営業所

※競争性が十分に確保（対象業者数が概ね20者以上）されない場合は、以下のような運用も

可能とするが、適用する場合は技術調査課と調整を行うものとする。

・対象等級：直近、上下位を対象とすることも可能

・対象範囲：施工都県周辺都県等を対象とすることも可能

・本店縛り：本店（本社）・支店・営業所を対象とすることも可能
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※工事請負業者選定事務処理要領の第16二、三において直近下位
及び直近上位の等級 に属する有資格業者を指名することができる。
※平成１１年・１２年度の資格審査より積極的に位置付けされた運用。

《見直し》

③Ａ＋Ｂ等級　※

２．３億円

Ｃランク ⑥Ｃ等級

Ａランク

①経営事項評価点数：１１００点以上
一般競争入札

（政府調達協定対象）

９．０億円 ９．０億円

②Ａ等級

一般競争入札

３．３億円

技術的難易度 Ⅰ～Ⅱ Ⅲ Ⅳ～Ⅵ

２．３億円

Ｂランク

④Ｂ＋Ａ等級　※

１．８億円
⑤Ｂ等級

０．６億円

２ 等級区分と地域要件
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４ ダンピング受注対策
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R8年度～R7年度

本省関東地方整備局関東地方整備局

1千万円以上
（原則全工事種別）

1千万円以上
（原則全工事種別）

1千万円以上
（原則全工事種別）低入札調査制度

1億円以上
（全工事種別）

1億円未満は試行

1千万円以上
（原則全工事種別）

6千万円以上
（原則全工事種別、一般競争）
（港湾空港関係は、1千万円以上
全工事種別）

6千万円未満は試行

低入札調査制度
（特別重点調査）

［試行］

1億円以上
（全工事種別）

1億円未満は積極的活用

1千万円以上
（原則全工事種別）

1千万円以上
（原則全工事種別、一般競争）

施工体制確認型
総合評価落札方式

［試行］

3.4億円以上
（一般土木、建築）

8.1億円以上
（一般土木、建築以外）

3.4億円以上
（一般土木、建築）

8.1億円以上
（一般土木、建築以外）

3.4億円以上
（一般土木、建築）

6.8億円以上
（一般土木、建築以外）

入札ボンド
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《継続》

技術提案評価型施工能力評価型

AⅠ型AⅡ型AⅢ型SⅠ型S型Ⅰ型Ⅱ型

企業が、発注者の示す仕様
に基づき、適切で確実な施
工を行う能力を有している
かを、施工計画を求めて確
認する工事

企業が、発注者の示す仕
様に基づき、適切で確実な
施工を行う能力を有してい
るかを、企業・技術者の能
力等で確認する工事

特に配慮すべき事項への施工上の
工夫について、提案を求める工事

通常の構造・工
法では制約条
件を満足できな
い場合

有力な構造・工法
が複数あり、技術
提案で最適案を
選定する場合

部分的な設計変
更を含む工事目
的物に対する提
案、高度な施工技
術等により社会的
便益の相当程度
の向上を期待す
る場合

施工能力を評価する 施工能力に加え、技術提案を求めて評価する

評価
方法

可・不可の二段階で評価 点数化

予定
価格

技術提案に基づき作成
標準案に基づき

作成
標準案に基づき作成

ヒアリ
ング

実施しない 必須
必要に応じて実施

（施工計画の代替も可）
必要に応じて実施

段階
選抜

必須実施しない 必要に応じて実施

提案
内容

施工計画

特に配慮すべき事項に対する施工上
の工夫に係る提案

施工方法に加え、工事目的物その
ものに係る提案

部分的な設計変
更や高度な施工
技術等に係る提
案

求めない
（実績のみで評価）

５ 効率的な運用（二極化の取組）
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価値の最も高い
新技術、資材、
機械、工法等

新技術、資材、
機械、工法等に
係るコストは予
定価格には入れ
ない
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置、ペナルティの流れ

20

《4月見直し》

賃上げ基準に達していない者

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①事業年度※単位又は②年暦単位での表明）

①大企業 ３％以上 ②中小企業１．５％以上 ※①事業年度は契約を行う予定の年の４月以降に開始するもの

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点(加算点の３%以上)

適用対象 ： 令和８年４月１日以降に公告する、総合評価落札方式によるすべての調達。

加点を受けた落札者が以下の書類作成後に総務部
契約課へ提出 （賃上げの実績の確認）

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

契約担当官等から通知された日から１年間
政府調達の総合評価落札方式の調達の全てに対し
て加点より大きな割合の減点（加点に１点を加えた
減点）

総務部
契約課
に提出

四半期分を
本省大臣
官房会計
課に提出

四半期分を
財務省主
計局法規
課に提出

全省庁分
を財務省
がまとめ

各省各庁
の長へ通
知

総務部
契約課
へ連絡

※契約担当官等から、賃上げ基準に達
していない企業に減点措置の通知

※

契約担当官等から通知された日から１年間

国土交通省直轄工事・建設コンサルタント業務等の
総合評価落札方式の調達の全てに対して加点より
大きな割合の減点（加点に１点を加えた減点）

※大企業の者 ※中小企業等の者
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《4月見直し》

■適用対象
令和８年４月１日以降に公告する、総合評価落札方式によるすべての調達。

■総合評価方式別の加点措置
⇒加算点の合計の３％以上の整数となるよう配点を設定

①技術提案評価型Ｓ型等
加算点：60点 ⇒ 加算点（60）＋賃上げ（2）＋ＷＬＢ（1or0.5）＝63（or62.5）

（賃上げの配点割合：2/63 ⇒ 3.2％）

②施工能力評価型Ⅰ型、Ⅱ型
加算点：40点 ⇒ 加算点（40）＋賃上げ（2）＋ＷＬＢ（1or0.5）＝43（or42.5）

（賃上げの配点割合：2/43 ⇒ 4.7％）
加算点：30点 ⇒ 加算点（30）＋賃上げ（1）＋ＷＬＢ（1or0.5）＝32（or31.5）

（賃上げの配点割合：1/32 ⇒ 3.1％）
加算点：20点 ⇒ 加算点（20）＋賃上げ（1）＋ＷＬＢ（0.5）＝21.5

（賃上げの配点割合：1/21.5 ⇒ 4.7％）

③企業実績評価型（フレームワークモデル工事、公募型指名競争入札）
従来の加算点：10点 ⇒ 加算点（10）＋賃上げ（1）＋ＷＬＢ（0.5）＝11.5

（賃上げの配点割合：1/11.5 ⇒ 8.7％）

関東地方整備局における工事の総合評価落札方式における
賃上げを実施する企業に対する加点措置
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１） 技術評価点の加算点の評価項目は、技術提案、企業の能力等、技術者の能力等、賃上げの実施に関する評価及びワークライフバ
ランス関連認定企業の評価とし、加算点合計及びその内訳は、「配点割合」のとおりとする。

２） このうち、「企業の能力等」と「技術者の能力等」の配点割合は同じことを基本とするが、「技術者の能力等_同種工事の工事経験」に
おいて２段階評価とした時は「技術者の能力等」の配点を半分とする。（選択）

３） 加算点の算出方法は、各評価項目の評価点（素点）の合計点で技術評価する素点計上方式を採用する。
４） 地域密着工事型の地域精通度・貢献度等については、企業の能力等の中で評価し、配点は8点とする。

６ 技術評価点の配点方針

22

■施工能力評価型
Ⅰ型・Ⅱ型

■技術提案評価型
Ｓ型

＜配点割合＞

※1 施工計画は、二段階で評価し、原則、「可」か「不可」のみを審査し、点数化しない（施工能力評価型Ⅰ型）。
※2 地域密着工事型の地域精通度・貢献度等については、企業の能力等の中で評価し、配点は8点とする。
※3 《 》の配点は、「技術者の能力等_同種工事の工事経験」において２段階評価とした時は「技術者の能力等」の配点を半分とし、《 》内の点数とする。
※4 （ ）の配点は、施工体制確認型でない場合とし、（ ）内の点数とする。
※5 一般土木工事B等級（単独）以上及び建築工事B等級（単独）以上の場合1点、それ以外の工事は0.5点

■技術提案評価型
Ａ型

（WTO対象）

※1 （ ）の配点は、施工体制確認型でない場合とし、（ ）内の点数とする。
※2 WTO対象工事で段階的選抜方式を実施する場合には、「企業の能力等」及び「技術者の能力等」は一次審査のみで評価することとし、総合評価段階で

は技術提案、ヒアリング及び施工体制（選択）のみを評価項目とすることを原則とする。
※3 一般土木工事B等級（単独）以上及び建築工事B等級（単独）以上の場合1点、それ以外の工事は0.5点
※4 技術提案評価ＳⅠ型は、技術提案60点配点の中で評価を行う。

総合評価対象 1※5総合評価対象 2《1》※3（1）※4総合評価対象 40《30》※3（30）※4（競争参加資格対象）

ＷＬＢ関連認定企業の評価
1※5

賃上げの実施に関する評価
2《1》※3（1）※4

技術者の能力等
20《10》※3（15）※4

企業の能力等※2

20《20》※3（15）※4施工計画

総合評価対象 1※3総合評価対象 2（2）※1総合評価対象 60（50）※1

段階的選抜対象 30（20or30）※1

WLB関連認定企業の評価

1※3
賃上げの実施に関する評価

2（2）※1
技術者の能力等
15（10or15）※1

企業の能力等
15（10or15）※1

技術提案
30（30or20）※1

総合評価対象 1※3総合評価対象 2（2）※1段階的選抜対象 30
総合評価対象
60（50）※1※4

WLB関連認定企業の評価

1※3
賃上げの実施に関する評価

2（2）※1
技術者の能力等※2

15
企業の能力等※2

15
技術提案

60（50）※1※4

（WTO以外）

総合評価対象 1※4総合評価対象 3（2）※1段階的選抜対象※3 40or60総合評価対象 70（50）※1

WLB関連認定企業の評価

1※4
賃上げの実施に関する評価

3（2）※1
技術者の能力等

20
企業の能力等

20
簡易な技術提案※2

20
技術提案
70（50）※1

※1 （ ）の配点は、施工体制確認型でない場合の点数。
※2 簡易な技術提案は段階的選抜方式で必要に応じて評価する。簡易な技術提案としては、総合評価で求める技術提案の概要とその実現可能性や実績を求める方法、

総合評価で求める数テーマの課題のうち、1テーマを先行して求める方法等が考えられる。
※3 段階的選抜方式を実施する場合には、「企業の能力等」、「技術者の能力等」及び「簡易な技術提案」（選択）は一次審査のみで評価することとし、総合評価段階では

技術提案、賃上げの実施に関する評価と施工体制（選択）のみを評価項目とする。
※4 一般土木工事B等級（単独）以上及び建築工事B等級（単独）以上の場合1点、それ以外の工事は0.5点

《4月見直し》
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７ 評価配点

満点 評価点 選択 満点 評価点 選択 満点 評価点 選択 満点 評価点 選択

①施工計画
簡易な

施工計画

関係法令や共通仕様書等に準拠した提案である。または、関係法令や共通仕様書等に準拠していない提案である。

※必要に応じて配置予定技術者のヒアリング ◎ ◎

①同種工事の施工実績

過去15年間の施工実績 5 ◎ 5 ◎ 2 ○ 2 ○
②工事成績

・当該工事種別での過去3年間の工事成績評点の平均点（関東地整発注）

・対象の都県・政令市発注工事の当該工事種別での過去3年間の工事成績評点（同一機関：2件）の平均点（都県・政令市発注）※1（※国成績を

有している企業は、国の成績で評価）

③工事成績（減点要素）（65点未満の場合）

当該工事種別のみ適用とし、適用期間は審査基準日の月から過去1年間〔事故減点は原則適用外〕 0～-5 ◎ 0～-5 ◎ 0～-5 ◎ 0～-5 ◎
④優良工事等表彰

○優良工事表彰

・全ての工事種別を対象に過去1年間の「優良工事表彰」（関東地整発注）

・都県・政令市発注工事における過去1年間の「知事表彰等」（都県・政令市発注）※1

○安全管理優良受注者表彰

本発注工事の工事種別を対象に過去1年間の「安全管理優良受注者表彰」（関東地整発注）

⑤事故及び不誠実な行為 0～-12 ◎ 0～-12 ◎ 0～-12 ◎ 0～-12 ◎
⑥地域精通度(近隣地域での施工実績）

過去10年間の施工実績 2 ◎ 2 ◎
⑦地域精通度（緊急時の施工体制）

施工都県内等における本店所在地 2 ◎ 2 ◎

⑧地域貢献度（災害協定）

施工都県内に本支店等を有する企業の、審査基準日における行政機関との災害協定 2 ◎ 2 ◎
⑨地域貢献度（災害協定に基づく活動実績）

過去3年間の行政機関との災害協定に基づく災害活動等の実績 2 ◎ 2 ◎

自由設定項目 ⑩自由設定項目 6 ○ 6 ○ 5 or 7 ○ 5 or 7 ○
⑪同種工事の工事経験

過去15年間の工事経験

・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績

※2 ①3段階評価時：6点 ②2段階評価時：3点のどちらか選択可能

6
《3》

◎
6

《3》
◎

6
《3》

◎
6

《3》
◎

⑫同種工事の工事成績（資格要件で求めた実績）

・過去8年間の施工実績（地方整備局又は北海道開発局、沖縄総合事務局発注）

・対象の都県・政令市発注工事の過去4年間の施工実績（都県・政令市発注）
※1

※2 ⑪で①3段階評価時の場合：6点 ②2段階評価時の場合：3点

⑬優秀工事技術者表彰

・過去4年間で表彰（関東地整発注）

・都県・政令市発注工事における過去4年間の「知事表彰等」（都県・政令市発注）
※1

・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により表彰された海外実績

※2 ⑪で①3段階評価時の場合：4点 ②2段階評価時の場合：2点

自由設定項目
⑭自由設定項目

※2 ⑪で①3段階評価時の場合：4点 ②2段階評価時の場合：2点
4

《2》
○

4
《2》

○
4

《2》
○

4
《2》

○

⑤ワークライフ

バランス関連認定

企業の評価

※1 都県・政令市発注工事の成績、表彰を対象に出来る工事種別は「一般土木」「As舗装」「維持修繕」「橋梁補修」の4工事種別。
※2 「配置予定技術者の能力_⑪同種工事の工事経験」において２段階評価とした時は《 》の配点とする。（選択）
※3 一般土木工事B等級（単独）以上及び建築工事B等級（単独）以上の場合1点、それ以外の工事は0.5点

項目 細目 評価項目例
【標準タイプ】 【地域密着工事型】

施工能力評価型Ⅰ型 施工能力評価型Ⅱ型 施工能力評価型Ⅰ型 施工能力評価型Ⅱ型

可・不可（欠格） 可・不可（欠格）

②企業の

技術力

企業の

施工能力

20 20 20 20

◎

3 ◎ 3 ◎ 2 ◎

6 ◎ 6 ◎ 3 ◎

③配置予定技術者の技

術力

配置予定

技術者の

能力 20
《10》

20
《10》

3

6
《3》

◎

地域精通度

地域貢献度

6
《3》

◎ 2

◎

4
《2》

◎
4

《2》
◎

4
《2》

◎
4

《2》
◎

20
《10》

20
《10》

6
《3》

◎
6

《3》
◎

④賃上げの実施に関す

る評価

賃上げの実施を表明した企業等 2 《1》

賃上げ基準に達していない場合等（減点） -3《-2》

小計
40

《30》
40

《30》
40

《30》
40

《30》

女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法のいずれかに基づく認定を受けている 1 《1》 ※3

合計
43

《32》
43

《32》
43

《32》
43

《32》

《4月見直し》
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満点 評価点 必須/選択 満点 評価点

30

30
（15）

（）は2項目設定

した場合

◎
原則1項目

（工事内容により

2項目設定）

30

30
（15）

（）は2項目設定

した場合

30
（60）

（VE提案を省略した場

合は（　）とする）

30
（60）

（VE提案を省略した場

合は（　）とする）

①同種工事の施工実績

　過去15年間の施工実績
4 ◎

②工事成績

　当該工種での過去3年間の工事成績評点の平均点（関東地整発注）

③工事成績（評価減点）（65点未満の場合）
　当該工種のみ適用とし、適用期間は通知月から1年間。
　事故減点は原則適用外

0～-5 ◎

④優良工事等表彰

　○優良工事表彰
　　全ての工種を対象に過去1年間の「優良工事表彰」（関東地整発注）
　○安全管理優良受注者表彰
　　本発注工事の工事種別を対象に過去1年間の「安全管理優良受注者表彰」（関東地整発
注）

　○国土技術開発賞の受賞
　　過去3年間の国土技術開発賞（最優秀賞、優秀賞、特別賞）の受彰の有無

⑤事故及び不誠実な行為 0～-12 ◎

⑥自由設定項目 5 ○

⑦同種工事の工事経験
　 過去15年間の工事経験

  ・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績
4 ◎

⑧同種工事の工事成績（資格要件で求めた実績）
　過去8年間の実績（地方整備局又は北海道開発局、沖縄総合開発局発注）

4 ◎

⑨優秀工事技術者表彰
  過去4年間で表彰（関東地整発注）

 ・海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により表彰された海外実績
3 ◎

⑩自由設定項目 4 ○

⑤ワークライフ
バランス関連認定

企業の評価

※　一般土木工事B等級（単独）以上及び建築工事B等級（単独）以上の場合1点、それ以外の工事は0.5点

①技術提案

施工計画

ＶＥ提案等の
技術提案

○
原則1項目

（工事内容により

省略又は2項目

を設定）

工事全般の

施工計画
◎

1項目必須

ヒアリング
※必要に応じて実施

※ ○

項目 細目 評価項目例
技術提案評価型S型（WTO以外） 技術提案評価型S型（WTO）

必須/選択

②企業の技術力
企業の施工能力

15

4 ◎

2 ◎

自由設定項目

小計 60 60 （60）

④賃上げの実施に
関する評価

賃上げの実施を表明した企業等 4　(4)

賃上げ基準に達していない場合等（減点） -5　(-5)

③配置予定技術者の
技術力

配置予定
技術者の能力 15

自由設定項目

合計 65 65 (65)

女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法のいずれかに基づく認定を受けている 1　(1)　※

７ 評価配点

2 （2）

-3 （-3）

63 63 （63）

《4月見直し》
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満点 評価点 選択

①施工

計画

簡易な

施工計画

企業の

施工能力
同種工事の施工実績 4 ○

①地域精通度（緊急時の施工体制）

　施工都県内等における本店所在地
2 ◎

②地域貢献度（災害協定）
　施工都県内に本支店等を有する企業の、審査基準日における行政機関との災害協

定
2 ◎

③地域貢献度（災害協定に基づく活動実績）

　過去3年間の行政機関との災害協定に基づく災害活動等の実績
4 ○

2 ◎

配置予定

技術者の
能力

自由設定項目

⑤ワークライフバランス
関連認定企業の評価

③配置予定技術者の

技術力

②企業の

技術力
10

項目 細目 評価項目例
フレームワークモデル工事

公募型指名競争

地域精通度
地域貢献度

本発注工事の工事種別における新規契約の有無

合計 11.5

小計 10

④賃上げの実施に関する評価

賃上げの実施を表明した企業等 1

賃上げ基準に達していない場合等（減点） -2

女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法のいずれかに基づく認定を受けている 0.5

《継続》

７ 評価配点
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自由設定項目【最大6点（地域密着型は5点 or 7点）】

①工事成績優秀企業認定

②優良下請表彰企業の活用

③ICT施工技術の活用（「ICT舗装工」、「ICT舗装工（修繕工）」）

※ 「ICT活用工事」に関わる発注方式が「施工者希望Ⅰ型」の場合、必須項目

④ＩＣＴ施工StageⅡの実施

※「ＩＣＴ舗装工」もしくは「ＩＣＴ舗装工（修繕工）」を実施する工事において、「ＩＣＴ活用工事」に関わる発注方式が「施工者希望Ⅰ型」の場合、選択不可

⑤ISO認証取得状況

★ ⑥難工事施工実績【必須】

⑦難工事功労表彰、災害工事功労表彰、事務所独自の功労、貢献表彰、災害関連感謝状、新技術活用実績表彰 等

⑧インフラＤＸ大賞 【最大2点】

⑨登録基幹技能者等の活用

⑩災害時の基礎的事業継続力（BCP）の認定

★ ⑪若手技術者（35歳以下）または女性技術者の活用及び資格 【最大2点】

⑫熟練技術者の活用

⑬「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事（段階的選抜方式（一般土木A等級）で必須）

⑭本発注工事の工事種別における新規契約の有無

⑮その他自由項目

※⑧、⑪の配点は最大2点とし、それ以外の項目の配点は1点とする。

自由設定項目【最大4点《最大2点》※1】 ※1「配置予定技術者の能力_同種工事の工事経験」において２段階評価とし
た時

①資格（As舗装工事は、必須項目）
②過去の同種工事の工事経験

③継続教育（CPD）の取組状況※2

④難工事施工実績

⑤難工事功労表彰、若手・女性技術者奨励賞、事務所独自の功労、貢献表彰等

⑥高度マネジメント経験（段階的選抜方式で選択）

⑦40歳以下または女性の主任（監理）技術者の配置※2

⑧定期的な実務指導の実施※2

⑨その他自由項目 ※1各項目の配点は1点とする。 ※2工事種別：舗装工事（アスファルト・コンクリート）の追加

企
業
の
技
術
力

技
術
者
の
技
術
力

★：Ｒ８重点施策項目

26

《見直し》

７ 評価配点（自由設定項目）

《4月見直し》
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８ 入札・契約における取組

Ｒ８年度

実施方針
概要取組内容取組の目的

見直し

・主任（監理）技術者の専任期間に、当該工事と同様の公共事業分野（河川・道路等）の経験が
ある育成技術者を配置することができる方式。
・交代時期以降は育成技術者に交代することができる。
・対象工事に「舗装工事（アスファルト・コンクリート）」を追加

監理技術者育成交代モデル工事

（令和元年度～）
担い手の育成・確
保

入
札・

契
約
制
度

継続
・受発注者双方の事務負担の軽減を図るため、競争参加資格確認資料を一次審査し、選抜され

た者に対し、技術提案を求め二次審査を行う方式。
・対象は技術提案評価型S型・A型で、競争参加者が多く見込まれる工事。

段階的選抜方式
（平成22年度～）

受発注者双方の
事務負担の軽減

継続
・同一時期に調達を必要とする「同一規模」、「同一条件」、「同一テーマ（Ⅱ型除く）」の複数工事

について、申請できる配置予定技術者を1名として同時に競争参加を求め、あらかじめ定めた
順番で開札し、落札者を決定する方式。

一括審査方式
（平成25年度～）

継続
・入札書と競争参加資格確認資料【簡易技術資料】（1枚）の提出を求め、評価値の算定を行った

後に、落札候補者（評価値上位3者）に競争参加資格確認資料の提出を求め、簡易技術資料
の内容を確認したうえで落札者を決める方式。

簡易確認型
（平成28年度～）

継続
・受発注者の事務量等の負担を軽減するため、求める技術提案（施工計画、VE提案）について、

通常の5提案から3提案に減じて評価を行う方式。
技術提案簡易評価型
（平成27年度～）

継続
・配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に、申請書とあわせて提出を求めている配

置予定技術者の資格要件に係る資料の提出期限を、落札前まで延伸する方式。

参加表明段階で技術者の資料を求め
ない方式
（令和7年度～）

継続
・受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行

うことができる余裕期間を設定。
・余裕期間内は、主任（監理）技術者の配置を要しない。

余裕期間制度
（平成25年度～）

不調不落対策

施工時期の平準
化

継続

・該当する複数の工事（フレームワーク）について、予め参加希望者の意思を確認し、施工能力を
審査した上で、特定工事参加企業名簿を作成、その中から複数の工事参加者を指名する試行
工事。

・対象は競争参加者が少数と見込まれ技術的難易度が比較的低い工事。

フレームワークモデル工事

（令和元年度～）

不調・不落対策

見直し

・対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明
確認申請書及び技術資料を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者
により総合評価落札方式で落札者を決定する試行工事。

・対象は競争参加者が少数と見込まれ技術的難易度が比較的低い工事。

・評価方式を「企業実績評価型」「営繕評価型」「自治体実績チャレンジⅡ型」の3方式に見直し。

公募型指名競争入札方式

（令和２年度～）

継続
・ポンプ設備等の修繕工事において、既設メーカーの体制確認の上、設備ごとの特定予定者を

決定し、「参加者の有無を確認する公募手続き」で、該当する特定事業者と特命随意契約を実
施する方式。

参加者の有無を確認する公募手続き
による施工業者の事前特定
（平成25年度～）

迅速で的確な維持
工事の実施体制
の確保

27
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【入札説明書】

【概要】
受発注者の事務量等の負担を軽減するため、求める技術提案（施工計画、VE提案）について、通常の５提案から３提案に減じて評価

を行う方式。

○提案項目数※は、5項目提案するものとし、記載の順に1から5までの通し番号を付けること。
○加点評価対象は番号1から5の提案項目とし、これを超えた提案項目は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない提案項目につい

ても加点評価対象としない。ただし、超過した提案項目又は通し番号の記載がない提案項目については履行義務（施工不可または不採用と判
断されたものを除く。）は負うものとする。なお、5項目に満たない提案項目であっても、欠格とするものではない。 ※原則5項目とする。

○提案項目数※は、3項目提案するものとし、記載の順に1から3までの通し番号を付けること。
○加点評価対象は番号1から3の提案項目とし、これを超えた提案項目は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない提案項目につい

ても加点評価対象としない。ただし、超過した提案項目又は通し番号の記載がない提案項目については履行義務（施工不可または不採用と判
断されたものを除く。）は負うものとする。なお、3項目に満たない提案項目であっても、欠格とするものではない。 ※原則3項目とする。

～改正品確法第15条第2項～
技術提案を求めるに当たっては、競争に参加する

者の技術提案に係る負担に配慮しなければならない。

【対象工事】 ○技術提案評価型S型

《継続》

８．⑤技術提案簡易評価型（受発注者双方の事務負担軽減）
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【概要】
配置予定技術者の計画的運用に資することを目的に、申請書とあわせて提出を求めている配置予定技術者の資格要件に係る資料

の提出期限を、落札前まで延伸する方式。

【対象工事】 ○技術提案評価型S型（WTO）（段階的選抜方式を除く）

《継続》

８．⑥参加表明段階で技術者の資料を求めない方式（受発注者双方の事務負担軽減）

29

【手続きフロー】

入札公告、入札説明書交付

競争参加資格確認申請書及び資料（配置予定技術者の
資格要件に係るものを除く）の提出期限

資格要件の審査
技術提案の評価

競争参加資格の確認結果通知
技術提案の採否等に関する通知

入札書・工事費内訳書の提出期限

開札

入札書及び工事費内訳書
と予定価格との確認

施工体制評価点の確定
評価値の確定

落札者の決定

落札候補者に対し、配置予定技術者の資格要件に係る資料の
提出を依頼 ⇒ 資格審査
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【概要】
受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間

を設定。（契約毎に6ヶ月を越えない範囲）※令和元年11月より見直し
余裕期間内は、主任（監理）技術者の配置を要しない。

■余裕期間制度

余裕期間

実工期

発注時

契約時

実工期

発注時

余裕期間

全体工期＝余裕期間＋実工期

実工事期間

契約時

実工期

①「発注者指定方式」 ： 余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

②「任意着手方式」 ： 受注者が工事の開始日を余裕期間内で選択できる方式

余裕期間

余裕期間

工期の始期を指定

範囲内で受注者が契約時に選定
実工事期間は変更出来ない

③「フレックス方式」 ： 受注者が工事の始期と終期を全体工期内で選択できる方式

※）全体工期内で受注者が実工期を選択

工期の始期を選定

工期の始期を選定 工期の終期を選定

受注者が工期を選定

《継続》

８．⑦余裕期間制度（施工時期の平準化、不調・不落対策）
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公募結果に基づく指名

公
示
（

工
事
内
容
・
入
札
時
期
・
落
札
方
式
等
）

工
事
参
加
希
望
の
意
思
確
認・

技
術
資
料
の
提
出

（
参
加
意
思
表
明
申
請
書
＋
必
要
資
料
の
提
出）

発
注（

指
名
通
知）

【メリット】
✓ 施工体制確保→発注工事の公募
✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出

→資料の簡素化、合理化 (個別発注時では不要）
✓ 手続期間の短縮

→指名通知から決定まで２週間程度
【総合評価方式】
・企業実績評価型

→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価
・営繕評価型

→営繕関係の工事において採用
・自治体実績チャレンジⅡ型

→技術力のある地域企業の新規参入を促すため、
一部の工種において採用可とする。

参
加
要
件
は
企
業
と
し
、

技
術
者
要
件
は
求
め
な
い

指
名
基
準
に
よ
る
選
定

公募による企業の参加

以
降
は
指
名
競
争・
総
合
評
価

落
札
方
式
の
手
続
き

指
名
競
争・
総
合
評
価
落
札
方
式
に
よ
り
落
札
決
定

（標準点100点＋加算点（11.5点）＋施工体制
評価点（30点））÷入札価格＝評価値
※加算点は企業における防災に係る取組

姿勢と施工実績等＋賃上げの実施
に関する評価＋WLB関連企業の評価

防災に係る取組姿勢と
施工実績等を評価

【概要】
対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料

を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定する方式

《見直し》

８．⑨公募型指名競争入札方式（不調・不落対策）
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※1
加算点11.5点のうち、

「ワーク・ライフ・バランス
関連認定企業の評価」は
0.5点を見込む

※1
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Ｒ８年度
実施方針

概要取組内容取組の目的

継続
・地方整備局発注工事の実績が無い（少ない）企業であっても、自治体（都県政令市）の工事成

績等により評価できる方式。
自治体実績チャレンジ型
（令和4年度～）

担い手（企業）の確保

総
合
評
価
落
札
方
式

継続
・地方整備局発注工事の実績が無い（少ない）企業の新規参入を促すことを目的として、自治体

（都県政令市）の工事成績等により評価し、また企業の技術力のみを評価する方式。
自治体実績チャレンジⅡ型
（令和7年度～）

継続
・地方整備局発注工事の実績が無い（少ない）が、技術力のある企業の競争参加を促す方式。
・工事の確実な施工に資する施工計画の提出を求め「施工上配慮すべき事項」を3段階で評価。

技術提案チャレンジ型
（平成25年度～）

継続
・災害対応を含む地域維持の担い手確保のため、企業における防災に係る取組態勢・活動実績

等を評価する方式。 （災害協定の締結や、災害活動の実績等を評価）
地域防災担い手確保型
（平成26年度～）

継続
・地域インフラを支える担い手としての企業の確保及び受発注者の事務手続きの負担軽減の観

点から、企業の技術力のみを評価する方式。
企業能力評価型
（令和5年度～）

継続
・35歳以下の若手技術者または女性技術者を「現場代理人」又は「担当技術者」として配置する

ことにより、当該工事を実績として将来、直轄工事の主任（監理）技術者となるべく、経験を積
んでもらう方式。

若手技術者・女性技術者活
用評価型
（平成25年度～）

担い手（技術者）の育成・確
保

継続
・40歳以下の主任（監理）技術者を配置し、本工事において本工事に従事していない技術者から

実務指導を受け、技術力の向上につなげてもらう方式。
技術者育成型
（平成26年度～）

継続
・特定される専門工事業の技術力が工事全体の品質確保に大きな影響を及ぼすと思われる工

事（法面処理工、杭基礎工、地盤改良工）において、入札参加者に加えて、入札参加者が受注
者となった場合に想定される専門工事業者や登録基幹技能者の技術力も評価する方式。

特定専門工事審査型
（平成20年度～）

継続
・公共工事の実績がない企業の新規参入を促すため、企業の施工実績（民間工事を含む）と災

害活動実績について評価する方式（公募型競争入札方式に適用）。
企業実績評価型
（令和5年度～）

不調・不落対策 新規
・営繕関係工事で不調・不落の発生状況を踏まえ、参加者を促すための方式。（公募型指名競

争入札方式・営繕工事に適用）
営繕評価型
（令和8年度～）

公募型競争入札方式
に追加適用

・技術力のある地域企業の新規参入を促すため、一部の工種（一般土木・As舗装・維持修繕・橋
梁補修）において、自治体実績チャレンジⅡ型の評価を適用。

自治体実績チャレンジⅡ型
（令和8年度～）

継続
・新技術導入促進型（Ⅰ）：発注者が指定するテーマについて、実用段階にある新技術（NETIS 

登録技術）を有効に活用し、効率的な施工管理・安全管理等による工事品質の向上を図るた
めの方式。

新技術導入促進型（Ⅰ型）
施工能力評価型
（平成29年度～）

生産性向上、技術力の向上

継続
新技術導入促進型（Ⅰ型）
技術提案評価型
（平成29年度～）

継続
・新技術導入促進型（Ⅱ）：発注者が指定するテーマについて、実用段階に達していない技術又

は研究開発段階にある技術を有効に活用し、効率的な施工管理・安全管理等による工事品質
の向上を図るための方式。

新技術導入促進型（Ⅱ型）
（平成29年度～）

継続
・工期、安全性、生産性、脱炭素化などの価格以外の要素も考慮して総合的に価値の最も高い

資材等を採用するよう努める新たな方式。
技術提案評価ＳⅠ型
（令和7年度～） 32

９ 総合評価における取組
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《継続》

【目的】 災害発生時において迅速に活動し、地域の安全・安心を向上させる観点から、企業における防災に係る取組態勢・活動
実績等と施工実績を評価する方式

【対象工事】 ○工事種別：全ての工種
○工事規模：分任官工事(分任官規模工事の本官含む) （指名競争）
○施工能力評価型Ⅱ型

【適用契約方式】 ○フレームワークモデル工事、公募型指名競争入札において適用。

【概要】１．企業の技術力のみを評価対象とする。
２．企業の技術力の必須項目３項目および選択項目として「同種工事の施工実績」又は「災害活動実績」を評価する。

９．⑨企業実績評価型
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【配点表】

選択評価点満点評価項目項目

○4点

10点

同種工事の施工実績企業の施工能力

企業の技術力

◎2点緊急時の施工体制

地域精通度・
地域貢献度

◎2点災害協定の有無

○4点災害協定に基づく活動実績の有無

◎2点本発注工事の工事種別における新規契約の有無

10点合 計

◎：必須 ○：選択
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【目的】 営繕に関連する工種において、企業の参入を促すための評価方式

【対象工事】 ○工事種別：建築工事、暖冷房衛生設備工事、
営繕に関連する電気設備工事、機械設備工事、受変電設備工事

○工事規模：分任官工事(分任官規模工事の本官含む) （指名競争）
○施工能力評価型Ⅱ型

【適用契約方式】 ○公募型指名競争入札において適用。

【概要】１．企業の技術力のみを評価対象とする。
２．「同種工事の施工実績」「緊急時の施工体制」「災害時の基礎的事業継続力の認定の有無」「本発注工事の工事種別

における新規契約の有無」を必須評価とする。
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【配点表】

選択評価点満点評価項目項目

◎4点

10点

同種工事の施工実績企業の施工能力

企業の技術力

◎2点緊急時の施工体制
地域精通度・
地域貢献度

◎2点災害時の基礎的事業継続力の認定の有無

◎2点本発注工事の工事種別における新規契約の有無

10点合 計

◎：必須 ○：選択

《新規》

９．⑩営繕評価型
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Ｒ８年度
実施方針

概要取組内容取組の目的

継続
• 仕様の確定が困難である工事において、技術提案を公募、その審査

結果を踏まえて優先交渉権者を選定し、工法、価格等の交渉結果を
踏まえて仕様を確定するとともに、予定価格を定め契約する方式。

技術提案・交渉方式
（平成27年度～）

品質確保・生産性
向上・技術力向上

入
札
・
契
約
制
度

継続

• 入札不調により契約に至らない工事について、一定条件を満たす場合に
は、競争に付しても入札者がいないときに行うことができる随意契約（不調
随契）を適切に実施。

不調随契の適切な実施不調不落対策

継続
• 個別の現場条件が反映しきれない、実勢価格の変化が激しいなど標準
積算との乖離が生じる項目について見積りを求める。

見積活用方式【試行】
（平成19年度～）

不調不落対策
施工時期の平準化

積
算
に
お
け
る
取
組

継続
• 関係機関との協議などの要因により乖離が予想される工種について、妥
当性を確認し変更契約する。

間接工事費実績変更【試行】
（平成20年度～）

継続
• 政令市等における工事において、現場条件等により作業効率が低下する
ことへの対応として日当たり作業量の補正を行う。

日当たり作業量の補正【試行】
（平成22年度～）

継続

• 工事規模に対して工期の長い改修工事等においても適切に共通費を算
定する。

• 発注者に帰責事由がある場合の工期延期に伴う増加費用の追加を可
能とする。

工期を考慮した積算《建築関係》
（平成23年度～）

継続

• 急激な需要増により工事箇所近隣だけでは労働者を確保出来ず、遠隔
地からの労働者で対応せざるを得ない場合には、追加で必要となる赴任
旅費や宿泊費等の間接費について、標準的な積算基準を上回って必要
となる分を、設計変更できる。

地域外からの労務者確保に要する間接費の
設計変更【試行】 （平成25年度～）

継続
• 工事現場が所在する地区において建設資材の需要ひっ迫が生じ、遠隔
地から調達せざるを得ない場合には、工事の設計変更を行える。

遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
（平成25年度～）

継続
• 施工箇所が点在する工事については、施工箇所が1kmを超えて点在する
工事もしくは地域の交通環境から異なる施工箇所と見なすことが適当な
工事を対象に共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する

施工箇所が点在する工事の間接費の積算
（平成22年度～ 平成31年2月一部見直し）

新規

• 事業全体の重要度等を考慮し、可能な範囲で猛暑期間の現場施工を
回避した工事発注を実施する。

• 効率的に現場施工を実施することは、熱中症対策に資するため、i-
construction2.0の取組を推進する。

• 技術提案評価型S型を活用し、猛暑期間・時間の作業回避、人力作
業の削減等、作業環境の改善に資する技術提案を求める。

• 熱中症対策等にかかる経費の見直し等。

建設工事における猛暑対策パッケージ猛暑対策

猛
暑
対
策
の
取
組
み
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Ⅲ．営繕工事における主な取組

36

関東地方整備局



国土交通省
関東地方整備局

公
共
建
築
の
工
事
・

設
計
業
務
の
受
発
注
者
へ
の
普
及
促
進

適正な工期設定・施工時期等の平準化

労務費等へのしわ寄せ防止の徹底

生産性向上

官庁営繕事業における働き方改革の取組をパッケージ化して推進

予定価格の適正
な設定等

ICTの積極的な
活用等

週休２日の取組
○ 「公共建築工事標準仕様書」において原則週休２日を規定
○ 週休２日を前提として工期を設定、必要に応じて施工期間・時間等の変更について受注者と協議
○ 工事・業務における現場環境改善（ウィークリースタンスの取組）

書類の効率化
○ 工事関係書類の削減、省略・集約可能な書類の明確化、工事関係書類データ入力支援ツールの提供
○ 押印・署名廃止、原則電子による提出に一本化
○ 国の統一基準として工事関係書類の標準書式を制定

関係者間調整
の円滑化

○ 設計業務の発注における設計条件の明示
○ 適切な設計図書の作成に向けた取組み （設計業務プロセス管理、施工条件の確認等）
○ 設計業務受注者から工事受注者等への遅滞ない設計意図伝達 （期限遵守を契約図書に明記）
○ 関連する工事間での納まり等の調整を効率化 （「総合図作成ガイドライン（士会連合会）」、ＢＩＭの活用）
○ 関係者間の情報共有や検討を迅速化 （会議の早期開催、 情報共有システムの活用等）

施工時期等の
平準化

○ 適正な工期・履行期間の確保とともに、完成・完了時期を分散
・債務負担行為の積極的活用 ・余裕期間制度の積極的活用（工事）、余裕期間制度の試行（設計業務）

○ 「営繕積算方式」による予定価格の適正な設定

・実勢価格や現場実態の的確な反映 ・工事規模・工期を踏まえた共通費等の算定
・労務費等の内訳の把握が可能な「単位施工単価」の導入 ・猛暑による作業中断等に伴う労務費の割増（試行）

○ 施工条件の変更に伴う適切な設計変更 ○ 物価変動等に伴うスライド条項の適切な運用（工事）、業務スライドの試行

適正な工期設定
等

○ 適正な工期・履行期間の確保 （必要な工期・履行期間の延期を含む）
・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」 ・「建築工事適正工期算定プログラム（日建連）」の活用
・「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」

○ 各工程の施工期間の確保 （概成工期の発注時設定、実施工程表等による発注者（監督職員）の確認 ）
○ 猛暑による作業不能日数を考慮した工期設定

○ 生産性向上技術の活用
・官庁営繕事業における一貫したBIM活用

（EIR（発注者情報要件）の適用（新営設計・工事）、BIMデータを活用した積算業務の試行）
・情報共有システムの活用、建設現場の遠隔臨場、デジタル工事写真の小黒板情報電子化、ICT建築土工 等

○ 工事の発注時・完成時における評価による生産性向上技術の導入促進

営繕事業における働き方改革の主な取組 （令和８年度）
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第三次・担い手３法※（令和６年改正）等を踏まえ、国土交通省の直轄営繕事業において、
令和８年度より下記のとおり取組を拡充し、働き方改革をより一層推進する。

※品確法・建設業法･入契法の一体的改正

労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、引き続き
週休２日※を前提に工期を設定。

※工期における全ての週において、原則として土曜日・日曜日を現
場閉所日に指定し、週ごとに２日以上の現場閉所を行うことをいう。

工事受注者が変形労働時間制等の週休２日以外
の働き方を希望する場合は、施工期間、施工時間
等について、受発注者間で協議の上、実施。

多様な働き方の支援

建築設計業務を対象に、余裕期間制度（フレックス
方式 ： 受注者が業務の始期と終期を全体履行期
間内で任意に設定できる方式）を試行的に導入。

昨今の設計業務委託等技術者単価の上昇等を踏
まえ、建築関係建設コンサルタント業務においても
価格転嫁対策を強化するため、令和８年度以降に
新規契約する業務からスライド制度（業務スライド）
を試行導入。

業務における余裕期間制度・スライド制度の試行

 労務費等が確保されるよう、 「営繕積算方式」につ
いて、以下の取組を追加。



・労務費等の内訳の把握が可能な「単位施工単価」
の導入（歩掛りにおいて作業休止時間等も考慮）

・実態調査の結果を踏まえ、一般管理費等率や専
門工事業者等の諸経費の率を見直し

労務費等へのしわ寄せ防止の徹底 [営繕積算方式]

工事における猛暑対策の拡充

「猛暑を考慮した工期設定」や「熱中症対策に関す
る費用の計上」に加え、次の取組を追加。

・受発注者間の協議を通じた、猛暑期間・猛暑時間
における現場施工の回避

・技術提案評価型Ｓ型を活用し、生産性向上に資する
技術を採用した熱中症対策の提案の評価

・猛暑による作業中断等に伴う労務費の割増 等
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○ 建設業における働き方改革の推進の観点から、令和６年度より、全ての営繕工事において「猛暑による作業不能
日数」を考慮して工期を設定。工期中に実際に発生した猛暑による作業不能日数が、当初の工期設定における
見込みと著しく乖離する場合は、必要に応じて工期及び請負代金額を変更することを可能としている
さらに、令和８年度より、猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算を試行する。

○ 「一般的な熱中症対策」に係る費用については、積算基準に定める共通費の率により算定し、当初の工事費に
計上。「一般的なもの以外の熱中症対策」に係る費用については、受発注者間で協議の上、設計図書の変更に
より計上することを可能としている

◆「一般的な熱中症対策」の例
・作業場用大型扇風機、作業場換気用送風機
・エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機
・熱中飴、タブレット、経口補水液の常備
・遮光チョッキ、空調服
・ドライミスト、WBGT値の計測装置、等

猛暑を考慮した工期設定と労務費の割増

熱中症対策に関する費用の計上

○ 猛暑による作業不能日数（工事場所近傍の観測地点における
WBGT値（注）が31以上の時間を日数換算した各年の日数の過去
５年分の平均）を工事発注当初の工期に見込むとともに、設計図
書に明記

（注）気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数。31以上は「危険」とされている。
（日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.4」（2022）より）

○ 工期中に発生した猛暑による作業不能日数が、設計図書に明記す
る日数と著しく乖離し、受発注者間における協議により必要と認めら
れる場合は、工期及び請負代金額を変更

○ 猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用の積算を試行

○ 「一般的な熱中症対策」に係る費用については、公共建築工事共
通費積算基準に定める共通仮設費率及び現場管理費率に含まれ
ており、これにより算定し当初の工事費に計上

○ 「一般的なもの以外の熱中症対策」に係る費用については、対策の
項目、期間等について受発注者間で協議の上、見積価格等を参考
に設計図書の変更により計上

◆猛暑による作業不能日の算定方法の例
（ 2023年度 東京都千代田区※1の場合）
○４～１０月の全てを工期に含む場合※2

日数換算
（日）

WBGT値31以上
の時間※3（h）

年

10.50842018

8.38672019

8.00642020

5.88472021

11.13892022

8.78-平均

①
日数換算

（時間数÷8）

②
５か年分
を平均

③
四捨五入により
日数に変換 猛暑による

作業不能日数
９日間

※1 東京観測所の数値を使用
※2 4～10月のうち一部のみが工期に含ま

れる月がある場合、当該月については、
WBGT値31以上の時間数に、当該月
における工期に含まれる日数の割合を
乗じた時間数を使用

※3 4～10月の各日（土日祝・夏季休暇
（3日）を除く）の8時～17時の
WBGT値31以上の時間

◆「一般的なもの以外の熱中症対策」の例
・足場に設置する遮光ネット、等

営繕工事における猛暑対策に必要な経費等の確保関連
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R7年度の週休２日補正係数（現場閉所）

週単位（完全週休２日（土日））月単位工期単位（４週８休）

労務費：１．０２
共通仮設費：１．０２
現場管理費：１．０３

労務費：１．０２
共通仮設費：１．０１
現場管理費：１．０２

補正無し

40

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

※原則の対象外：緊急復旧工事を想定

※取組を希望しない場合は、月単位
の週休２日に取り組むものとする。

月単位の週休２
日
［発注者指定］

工期単位の週休２日
［発注者指定］

受注者希望

週単位の週休２日
（完全週休２日（土日））
［受注者希望］

これまでの週休２日の推進と多様な働き方の実現に
向けた支援

週休２日に係る工事成績評点（現場閉所）

R8年度R7年度R6年度

加点・減点なし
（週休２日制適用工事の試行完了）

加点：なし

減点：明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む
姿勢が見られなかった場合については減点

加点：土日を休日とする週休２日を実施した場合は加点

減点：明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む
姿勢が見られなかった場合については減点

R8年度は週休２日制適用工事の試行完了
に伴い補正係数は廃止

～Ｒ５ 週休２日の取組の拡大 Ｒ６～Ｒ７ 週休２日の質の向上

・直轄工事における試行を通じて建設業は完全週休２日を含む週休２日が可能
が業界であることを確認。

・他方、地域の実情や現場の状況等により多様な働き方が求めれている状況を
踏まえ、最新の知見・技術を総動員した多様な働き方の実現を目指していく。
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営繕工事及び建築関係建設コンサルタント業務等における現場環境改善
～ウィークリースタンスの取組～
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営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化のために営繕事業の各段階において発注者として実施する事項 （R5.3）

● 参考事例
建設業団体より提供を受けた、過去３年間（62事例）の情報を基に、
事例を整理（８分類）

■ 関係者間調整の円滑化に役立つ参考資料
○営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化
○働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン
○設計図書整合性向上ガイドブック（日本建築士会連合会）
○営繕工事における情報共有システム機能要件と対応状況関連資料
○営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン（案） ・ Ｑ＆Ａ（案）
○公共建築工事における工期設定の基本的考え方（及び事例解説）
○ 「公共建築工事の発注者の役割」解説書（第三版）

以下の事項の実施に努める等により、営繕工事のより一層の生産性向上に取り組むもの（該当箇所の抜粋）

※1：施工段階で行う、設計意図を正確に伝えるための質疑応答・説明等、
工事材料・設備機器等の選定に関する検討・助言等

※2：工事受注者が施工上密接に関連する工事間で行う納まり等の調整

（１）余裕期間の設定 （２）遅滞ない設計意図伝達※1等 （３）納まり等の調整※2の効率化

（４）情報共有や検討等の迅速化 （５）設計図書の変更への対応

（１）設計条件の明示
①諸条件の整理と適用基準 ②敷地や周辺の状況

（２）適切な設計図書の作成に向けた取組み

①設計業務プロセス管理 ②図面の整合性 ③設計段階における施工条件の確認 ④指定仮設の確認

生産性向上のイメージ

【 ２.施工段階 】

【 １.設計段階 】

発注者が設計条件の明示や設計業務プロセス管理等の取組みを行うことで、
適切な設計図書の作成につなげる

発注者が余裕期間制度を活用した発注や情報共有の迅速化等のための取組みを行う

【施工段階】

【設計段階】

営繕工事
の生産性

向上

営繕事業の各段階（設計段階、施工段階）
において、関係者間調整が円滑化

発注者

設計者

工事監理者

工事受注者

施設管理者等

事例解説（R7.3）

営繕工事の生産性向上に向けた取組みを確実に推進していくため、関係者間調整※の円滑化のために営繕事業の
各段階において発注者として実施する事項 （R5.3公表）のうち、特に設計に関する取組みについての理解を深めるため
の「事例解説」を作成しました（R7.3）。 ※発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の多様な関係者間での調整

◆ 改善点
参考事例を踏まえた“改善のための取組み”の具体例を記載 42



国土交通省
関東地方整備局
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「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について



国土交通省
関東地方整備局官庁営繕工事における工事関係書類作成の一層の効率化
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国土交通省
関東地方整備局官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針 （R8.3）

BIM※1活用 ※1  Building Information Modelling

【他の取組】情報共有システムの活用（原則全ての営繕工事で活用）、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の活用（原則全ての営繕工事で活用）

生産性向上技術の活用
BIM、情報共有システム等

●BIM活用に係るEIRを適用する設計業務、工事
原則として全ての新営設計業務及び新営工事において、EIR※2を適用。

※2 Employer’s Information Requirements（発注者情報要件）

・延べ面積3,000㎡以上の新営設計業務には、指定項目を設定。（具体的な実施内容は、受発注者間協議で決定。）
全ての新営設計業務及び新営工事には、BIM活用を推奨する項目（推奨項目）を設定。

・BIM伝達会議において工事受注者に貸与可能な設計BIMデータについて説明、活用する場合には貸与。

●BIMデータを活用した積算業務（試行）
BIMデータの形状情報や属性情報等から取得した情報に、積算に必要となる条件やデータ等を追加して積算数量

の算出を行う「BIM連携積算」を試行。

【参考】
官庁営繕事業の設計業務においてBIMデータを作成する場合のBIM
データの入力情報や設定内容の目安となる「営繕BIMモデル」を作成
し、データを公開
（Revit版：令和6年10月、Archicad版：令和7年9月公開）

民間で開発、導入された生産性向上技術が、官庁営繕事業において導入、活用されやすくなるよう対応を行う。
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国土交通省
関東地方整備局

※3 ICT土工の省力化施工技術を建築工事の根切り・土工
事に活用するもの。

オープンカット法面整形(60゜3D) つぼ堀 床付け(3D：2D＋深さ)

官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針 （R8.3）

プレキャスト化、プレハブ化、配管等のユニット化、自動化施工※4 、
BIMの活用、小黒板情報を活用した工事写真アルバムの自動作成

※4 ICT建築土工、墨出しロボット、鉄筋結束ロボット、床コンクリート
直均し仕上げロボット、追従運搬ロボット、自律運搬ロボット、溶接
ロボット、ケーブル配線用延線ロープ敷設ロボット、天井裏配線作業
ロボット、装着型作業支援ロボット等

• S 型により発注する新営工事及び改修工事において、生産性
向上技術に関する提案を評価。

入口評価 出口評価
• 全ての営繕工事において、受注者が入札時又は工事中

に生産性向上技術に関する技術提案を行い、履行によ
る効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基
づき評価。

●デジタル配筋検査

対象物を撮影
(撮影ガイド付き）

検査結果
(判定結果＋計測

値)

対象物を撮影 検査結果
(判定結果＋計測

値)

建設現場における監督職員の検査にデジタル技術
を活用。
従来の目視による確認に代えて、タブレット等で
撮影した画像判定で確認。

●デジタルガス圧接継手外観検査

請負工事成績評定における評価総合評価落札方式における評価

施工

施
工
管
理

自動化施工の例

ICT建築土工※3の試行

デジタル技術を活用した監督検査（試行）

鉄筋結束ロボット 運搬ロボット 装着型作業支援ロボット

設計時の配慮

【入札説明書等で例示している評価対象とする生産性向上技術】

【他の取組】建設現場の遠隔臨場（原則全ての営繕工事で活用）

設計業務委託仕様書において、工事現場の生産性向上に配慮する旨を明記

工事の発注時・完成時における評価
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国土交通省
関東地方整備局営繕工事における円滑な施工確保に向けた取組

１．発注規模の適正化

２．適正工期の設定

３．平準化を考慮した発注計画

４．「営繕積算方式」の普及・周知

５．適切な設計変更

６．工事関係図書等の効率化の継
続的実施

７．入札手続きの効率化

８．発注情報の早期提供

９．発注者間の連携強化と支援

１０．将来の担い手育成

今後の継続的な取組

○ 小規模工事を主な対象とし、営繕工事における円滑な施工確保のための取組みを継続的に実施。
（H25年10月以降、順次取組を強化。これらの取組を継続、必要な改善・工夫。）

• 技術者配置や職人確保が困難
• 直轄工事の実績がない
• 年度末に工期が集中

参加要件が整わない

• 条件明示が不足、不明瞭
• 工事書類が煩雑
• 改修等における施工手間
• 潜在リスクの低減
• 適切な変更協議の実施

施工時の負担が大きい

• 積極的な情報発信と提供の工夫
• 発注情報のきめ細かい公表
• 入札時の提出書類簡素化

応札時の負担軽減

• 実勢価格と乖離
• 現場条件等に応じた積算
• 他工種が多い工事の積算
• 設計変更の透明性と公平性

実勢価格の反映

課題及びご意見等

地方公共団体等への周知
担い手不足、入職しやすい環境作り

（１）適正な参加要件と工期設定

 必要最低限の参加要件（工事実績等）設定（緩和）
 適切な等級と地域要件の設定（拡大）
 工事成績相互利用型総合評価方式の採用
 適正な工期設定と施工時期の平準化
 賃上げ実施及びWLB関連認定に対する加点措置

（３）工事管理の効率化

（２）現場条件や実勢価格を反映した積算（営繕積算方式）

（４）入札時の負担軽減、情報提供の工夫

 発注予定情報の提供の工夫（HP、RSS、ﾒｰﾙ配信）
 工事内容、施工条件を分かりやすく伝える工夫

（公告時に工事概要書の参考配布）

 分かりやすい施工条件明示
 工事関係図書等の効率化
 必要な設計変更等の措置

 取引実態をふまえた積算
 「見積活用方式」の試行
 共通費積上げ工夫と工期連動型共通費算定
 積算数量の明確化と協議 の円滑化
 インフレスライド等の確実な対応

円滑な施工確保のための取組み

・公共建築相談窓口の活用、会議等による情報発信
・担い手の中長期的な育成・確保のための取組み
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国土交通省
関東地方整備局実績要件の緩和（設備工事の例）

【企業に求める要件】
 実績工事は、民間工事、官公庁工事のいずれ

でも申請が可能。
（評価の優劣はなし。）

 「（ア）又は（イ）」と明示している場合は、いず
れの実績でも可。

 実績工事の要件として、施工能力評価型で改
修の場合は、原則として数値条件を付さない。
（構造・面積等の数値が明示されている場合
は、それを下回らないように留意。）

 ＣＯＲＩＮＳで、建物の構造・規模、配置予定技
術者の従事実績等が確認できない場合があ
るため、提出前にＣＯＲＩＮＳの出力内容を必ず
確認。

 民間工事等を含めCORINSで確認できない場
合は、構造・規模、用途、配置予定技術者の
契約書の写し及び施工実績や工事経験が確
認出来る必要最小限の図面を必ず添付。

【配置技術者に求める要件】
 配置予定技術者の経験については、「役職

（現場代理人、監理技術者等）」は問わない。
（当該工事に従事した担当技術者でよい。）

 配置予定技術者は、複数名（２人以上）申請す
ることが可能。 ※ ただし、すべての者が参
加要件を満足する必要がある。

留意事項■ 企業に求める施工実績要件（例①）

■ 配置予定技術者に求める工事経験（例①）

■ 企業に求める施工実績要件（例②）＜種目が多岐にわたる場合＞

■ 配置予定技術者に求める工事経験（例②）

上記の面積及び階数要件を緩和する。
※ 面積要件を設定する場合は、工事特性を踏まえた必要最低限の要件とする。

平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の
要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。

１．工事種目 電灯設備（同一工事において、機器及び配線の施工
を含むものに限る。）の更新又は新設

一人の者が、過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記の要
件を満たす工事経験を有すること。

平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の
要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。

次の１から３の要件のすべてを満たす建築物１棟の新築または又は
増築における機器及び配線の新設工事

１．延べ面積 ３，０００㎡以上（増築にあっては増築部分とする。）
２．階 数 ３階以上
３．工事種目 空気調和設備、給水設備
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国土交通省
関東地方整備局営繕工事における各工程の適正な施工期間の確保

1 概成工期の設定 （工事発注準備段階）

２ 実施工程表の確認 （工事施工段階）

※１ 建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各
工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限。

※２ （一社）日本建設業連合会作成の最新版。
※３ 概成工期が設定された工事の場合。

○ 新築を対象として、総合試運転調整の期間を確保するため、

概成工期※１を設定し、現場説明書等に特記

○「建築工事適正工期算定プログラム」※２を参考として設定

■ 建築工事の工程の例（事務所、ＲＣ－４、３，０００㎡）

○ 監督職員は、実施工程表の承諾に際し、以下の内容を確認

① 概成工期が明記されていること※３

② 監督する工事の各工程の施工期間が適正に確保されて

いること

③ 別契約の関連工事の施工期間が適正に反映されている

こと

④ 特に、建築工事においては、全体の工程に影響する可能

性の高い、次に示す設備工事の施工期間が適正に確保さ

れていること

ア）天井内のダクト、配管、ケーブルラック及び配線

イ）屋上設備

ウ）総合試運転調整

○ 監督職員は、実施工程表が変更された場合の承諾に際して

も、必要に応じて、上記の内容を確認

後工程（内装工事、設備工事、舗装工事等）にしわ寄せを生じさせないよう配慮するなど、
各工程の適正な施工期間を確保する。

天井内の
ﾀﾞｸﾄ、配管、
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
及び配線

屋上設備
後工程（設備工事等）に
しわ寄せを生じさせない

総合試運転調整

工
事
着
手

工
事
着
手

上
棟

概
成

竣
工

工期

概成工期

【参考】国土交通省ホームページ 49



国土交通省
関東地方整備局「営繕積算方式」活用マニュアル
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国土交通省
関東地方整備局公共建築工事積算基準とその運用にかかる各種取組
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国土交通省
関東地方整備局

※ 「営繕工事において入札参加者に見積りの提出を求め活用する方式「見積活用方式」の試行について」（平成26年2月6日付国営計第118号）より

（１）公共建築工事積算基準類に基づく価格（以下、「標準積算」）と実勢価格の間において乖離が生じ、不調・不落に
なった工事

（２）過去に不調・不落になった工事と同種及び類似工事、又は標準積算と実勢価格との乖離が生じるおそれのある項目等を
有する工事（当初発注からも適用可能）

営繕工事における「見積活用方式」の活用

 対象工事

 手続きの流れ

入
札
手
続
き

入
札
公
告
及
び
入
札
説
明
書

に
見
積
り
を
求
め
る
工
種
、

科
目
、
細
目
等
を
明
記
し
、

見
積
価
格
書
の
提
出
を
依
頼

見
積
活
用
方
式
適
用
の
検
討

工
事
及
び
項
目
等
の
選
定
、

決
定

見
積
価
格
書
の
提
出

見
積
内
容
の
妥
当
性
の
判
断

必
要
に
応
じ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ

等
に
よ
る
確
認
を
実
施

入
札

契
約
締
結

入
札
書
の
提
出

10～20日
（適宜設定）
※休日を含まな

い

 対象工種
直接工事費のうち、現場条件等から標準積算の材料単価、複合単価、市場単価及び見積単価に乖離がある項目並びに
共通仮設費、現場管理費の積み上げ部分

○ 見積活用方式は、円滑な事業執行を目的に、公共建築工事積算基準類に基づく価格と実勢価格に乖離が生
じていると考えられる項目について、入札参加者から提出される見積価格を用いて予定価格を設定する方式

直近の取引実績を
示す契約書類等に
より、見積内容の妥
当性を十分確認

見積活用方式の採用

採
用
見
積
価
格
等
の
交
付

妥
当
性
の
確
認
が
で
き
た

見
積
価
格
等
を
予
定
価
格
に

反
映

6日
※休日を含まな

い
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国土交通省
関東地方整備局労務費等の内訳が把握可能な新しい方式の積算単価「単位施工単価」の導入
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国土交通省
関東地方整備局労務費等の内訳が把握可能な新しい方式の積算単価「単位施工単価」の導入
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国土交通省
関東地方整備局施工条件の明示

工程に影響を及ぼす「施工手順」を施工条件として明示し、施工時の負担
を軽減

設計図書へ明示のイメージ
工程関係の明示事項
1. 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の

施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響を
受ける部分及び内容並びに他の工事の内容及び開
始又は完了の時期

2. 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合
は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施
工方法

3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがあ
る場合は、制約を受ける内容及びその協議内容並び
に成立見込み時期

4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が
付され当該工事の工程に影響がある場合は、影響を
受ける部分及び内容

5. 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前
調査を必要とする場合は、その項目及び調査機関。
又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、
その移設機関

6. 設計工程上見込んでいる休日日数以外の作業不能
日数等

現場説明書 現場説明書現場説明書現場説明書

施工手順
手順1.--------
手順2.--------
手順3.--------

・
・
・

・現場説明書に明示

・設計図面に明示

【参考】「施工条件明示について」（平成14年5月30日付け国営計第24号） 55



国土交通省
関東地方整備局

関東地方整備局のホームページに工事書類様式の電子ファイル（エクセル形式など）

と記載例を掲載。

https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/gijyutu/eizen_gijyutu00000018.html

【掲載している様式】

現場代理人等通知書

契約工程表

工事進捗状況報告書

事故報告書 など

工事関係図書等の効率化
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国土交通省
関東地方整備局営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)

57

品確法の改正（平成２６年６月施行）

国土交通省は、営繕工事の発注において公共工事の品質確保に関する基本理念にのっとり、関係

機関等との協議を調え、適切な工期で円滑かつ効率的な事業執行に資するよう、平成２６年３月
『営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(以下、26年版ガイドライ
ン)』を策定した。

基本理念の追加（将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手確保等）を実現する

ために、発注者の責務が明確化されたことを受け、業界団体等との意見交換を行い、26年版ガ
イドラインに必要な見直しを施し、平成２７年５月『営繕工事請負契約における設計
変更ガイドライン』を改定した。(令和２年６月一部改定)

◇主な改正点 ・指定・任意仮設等の考え方を解りやすく表現

・Ｑ＆Ａは、ガイドライン本体から切り離し更なる充実を図り、

地方公共団体等に対して周知（Ｈ２７．１０月）

◇構 成・「設計変更ガイドライン」＋「工事一時中止ガイドライン」

◇内 容・設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止における留意事項等

◇目 的・発注者と受注者双方の責任の明確化、透明性の向上、円滑な事業実施

・発注者と受注者双方が工事の施工に際しての共通認識の形成



国土交通省
関東地方整備局工事概要書の参考配布

○○（２６）電気設備改修工事工事名

電気設備工事工事種別

東京都工事場所（都県）

○○区○○１－２－３工事場所（市区町村）

庁舎（既存） ＲＣー３ 約３，８００ｍ２
静止型電源設備改修 一式 他

工事概要

○○営繕事務所担当事務所

R8.○.○ ／ R8.○.○ ／ R8.○.○公告日／期限日／開札日

R9.▽.▽工 期

一般競争入札（標準型）／総合評価落札方式（施工能力評価
型○型）

入札契約方式／落札方式

電気設備工事 ○等級等級（ランク）

競
争
参
加
資
格
要
件
の
概
要

関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業
所を有すること。

本店・支店・営業所の所在地

平成23年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了

した下記（ア）の要件を満たす同種工事の施工実績を有するこ
と。 ・・・・・・・

企業の施工実績等

次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を当該工事に
専任で配置できること。
・・・・・・・

配置予定技術者の資格、工事経験等

入札公告等の概要（参考）
本資料は、本工事の入札公告に示した条件の概要や工事内容をお知らせするための参考資料で、契約図書の一部
ではありません。
本工事の詳細な内容に関しては、公告文及び入札説明書等をご覧下さい。

■入札に参加頂く際に最も重要になることが、競争参加資格要件の確認になります。
■公告中の工事については、関東地方整備局営繕部のＨＰに公告文を掲載するとともに、公告のポイント
等を取りまとめた「入札公告等の概要」を掲載しています。
■入札公告等の概要の中に、「競争参加資格要件の概要」が記載されています。

■関東地方整備局営繕
部のホームページに掲
載されています。

■競争参加資格要件の
概要（等級（ランク）、本
支店営業所の所在地、
企業の施工実績、配置
予定技術者の資格、工
事経験等）が記載されて
います。

入札への参加を検討さ
れる際の参考資料として
下さい。
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国土交通省
関東地方整備局担い手確保・育成に関する取組

■令和７年６月、建設業団体、都県政令市及び関東地整で「建設業の担い手確保に向け連携して取り組む
事項について」申し合わせを取り交わしました。

■地域の守り手である建設業が魅力的で選ばれる産業となり、持続的に発展し地域の安全安心や経済
成長を将来にわたって担うことができるよう、官民が連携して取組を推進することとしています。
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～主な申し合わせ事項～
●“建設業における魅力ある労働環境を実現する”ための週休２日の推進
●建設業の魅力・意義（やりがい）の効果的なPRの実施

意見交換会リーフレット 民間工事発注者向けチラシ 公共工事発注者向けチラシ



国土交通省
関東地方整備局（一社）長野県電設業協会様より頂いた質問・要望集約
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